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実 績 評 価 書
平成１７年８月

政策体系 番 号

基本目標 ３ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備するこ

と

施策目標 ４ 勤労者生活の充実を図ること

Ⅱ 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること

担当部局・課 主管部局・課 労働基準局勤労者生活部勤労者生活課

関係部局・課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 中小企業退職金共済制度の普及促進を図ること

（実績目標を達成するための手段の概要）

・ 都道府県や都道府県労働局に対し、中小企業退職金共済制度の普及促進を依頼

することに加え、新規加入に対する掛金助成制度の実施及び周知。

○関連する経費

・中小企業退職金共済事業費（平成１６年度予算額） 百万円12,669
（評価指標） Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

中小企業退職金共済制度の普及状況

546,338 496,125 506,792 557,540 541,958（新規被共済者数 （単位：人））

4,984,001 4,973,725 4,977,912 5,184,556 5,295,148（被共済者数 （単位：人））

（備 考）

・ 資料出所：独立行政法人勤労者退職金共済機構

・ 指標は、主に常用労働者を対象とした一般の中小企業退職金共済制度と、厚生労

働大臣の指定した特定の業種（建設業、清酒製造業及び林業）の期間雇用者を対象

とした特定業種退職金共済制度の新規及び在籍被共済者数の合計である。

２．評 価

( ) 現状分析1
現状分析

中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に

おいて、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金共済制度を確立し、も

って中小企業の従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的とした制

度である。

平成９年退職金制度・支給実態調査報告 （旧労働省）及び「平成１５年就労条件」

総合調査報告 （厚生労働省）によると３０～９９人規模の企業における退職金制度」

（３－４－Ⅱ）
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の普及率はそれぞれ８５．７％、８４．７％となっており、１，０００人以上規模の

企業の普及率（それぞれ９９．５％、９７．１％）と比べると依然低い状況である。

( ) 評価結果2
政策手段の有効性の評価

「平成１５年就労条件総合調査報告 （厚生労働省）によると、退職一時金制度があ」

る企業で、中小企業退職金共済制度を採用している企業の割合は、規模が小さくなる

ほど高くなっており、３０～９９人規模で３９．２％となっている。

雇用動向調査によれば、常用労働者数５～２９９人の中小企業における労働者数は

平成１３年で２５９２万人、１４年で２５４４万人、１５年で２５２０万人とほぼ変

わらないにもかかわらず、近年の厳しい経済情勢のなかにおいても、本制度について

は、継続的な普及促進により、評価指標のとおり被共済者数については平成１３年度

以降着実に増加しており、平成１６年度においては、５，２９５，１４８人となって

いる （対前年度１１０，５９２人増／対１３年度３２１，４２３人増）。

このように被共済者数については、加入促進の効果により毎年、相当数の被共済者

数が新規加入すること等により増加している状況にあり、本制度の普及促進を図るこ

とにより、中小企業における退職金制度の確立に資しているところである。

政策手段の効率性の評価

中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に

ついて、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度の普及を進めてお

り、かつ、その業務を専門性を持った独立行政法人勤労者退職金共済機構に行わせて

いることを踏まえると、施策目標の達成に効率的であるといえる。

また、都道府県等を通じ本制度の普及促進を積極的に進めることで、それぞれの地

域事情に適した方法により普及が促進されるため、全国規模で中小企業に退職金制度

を確立することが可能となることから、施策目標の達成に効率的であるといえる。

総合的な評価

近年の経済社会情勢の変化に伴い退職金制度を見直す動きも見られるものの、未だ

多くの企業が退職金制度を設けており、退職後の所得確保等その果たす役割は依然と

して大きいものがある。

しかしながら 「平成１５年就労条件総合調査報告 （厚生労働省）によると３０～、 」

９９人規模の企業における退職金制度の普及率は８４．７％となっており、１，００

（ ． ） 。 、０人以上規模の企業の普及率 ９７ １％ と比べると依然低い状況である しかし

、 、雇用動向調査によれば 中小企業労働者数はほとんど変わっていないにもかかわらず

中小企業退職金共済制度の被共済者数は昨年度と比較して増加していることから、目

標達成に向けて進展があったといえる。

それでもなお中小企業における退職金制度の普及状況は未だ十分とは言えないた

め、今後も中小企業において退職金制度が普及するよう簡便で中小企業の加入が容易

な中小企業退職金共済制度について独立行政法人勤労者退職金共済機構による安定的

な運営を行うとともに、掛金助成制度や税制の優遇措置等本制度のメリットの周知を

（３－４－Ⅱ）
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（３－４－Ⅱ）

図るほか、平成２３年度限りで廃止することとされている適格退職年金制度から一般

の中小企業退職金共済制度への引継を促進すること等により、 分析分類評価結果分類

引き続き、事業主の相互共済の仕組みと国の援助による本制度

の普及促進を図ることとする。 ② ②

３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

「中小企業退職金共済制度の改正について」労働政策審議会建議

（平成１４年１月２４日）

Ⅱ 具体的な改正の内容

６ その他

( )加入促進対策の充実2
中退制度を一層普及させることが必要であることから、関係機関等との連携

を強化するなど加入促進対策の充実を図るべきである。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

10（「 」「 、 」「地方分権推進計画 国の行政組織等の減量 効率化等に関する基本計画 第

次定員削減計画 「行政改革大綱」等）」

なし

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

（平成１４年４月１７日衆議院・厚生労働委員会）

（平成１４年４月２５日参議院・厚生労働委員会）

地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、

パートタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。

②会計検査院による指摘

なし


